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雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第1趣旨

この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。

以下「安衛法」という。)等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の取扱いに

ついて、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年

個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)に定める措置の実施

に当たって、事業者において適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定める

ものである。

なお、事業者は、この留意事項に記載のない事項等については、ガイドライン、「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)」

(平成28年個人情報保護委員会告示第7号)、「個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)」(平成28年個人情報保護委員会

告示第8号)、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・

匿名加工情報編)」(平成28年個人情報保護委員会告示第9号)及び「個人情報の保護

に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編)」(令和3年個入情

報保護委員会告示第7号)をそれぞれ参照されたい。

第2健康情報の定i義

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以†「法」という。)第2条

第1項及びガイドライン2-1に定める個人情報のうち、この留意事項において取り扱

う労働者の健康に関する個人情報(以下「健康情報」という。)は、健康診断の結果、

病歴、その他の健康に関するものをいい、健康情報に該当するものの例として、次に

掲げるものが挙げられる。

この健康情報については、法第2条第3項及びガイドライン2-3に定める「要配慮

個人情報」(注)に該当する場合が多い。なお、要配慮個人情報に該当しない健康情報

,にっいても、労働者に関する機微な情報が含まれ得ること等から、要配慮個人情報に

準じて取り扱うことが望ましい。

(1)産業医、保健師、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事す
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